
 
第 5条第 3項 
  登録検査等事業者は、第二条第二項各号（第一号ロ及び第二号ロを除く。）に掲げる事
項を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総合通信局長に提出しな
ければならない。 
一 登録又はその更新の年月日及び登録番号 
二 変更の内容 
三 変更の年月日 
※ 登録点検業務実施方法書変更届の提出先 

 
 
 
 
 
 

〒790-0814 松山市味酒町 1-9-5  

TEL 089-943-5344- 

 

 

 

〒540-0012 大阪市中央区谷町 1-3-1  

TEL 06-6941-9022- 

 

 

 


